
日本の繊維産業における
自主行動計画フォローアップ調査について

令和８年２月4日

日本繊維産業連盟



１．令和７年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間： 令和７年10月27日～11月7日

・調査企業： 日本繊維産業連盟加盟28団体に所属する企業
1,548社

・回答企業： 234社 

・回答率 :  15.1%
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１．令和７年度フォローアップ調査結果（概要）

概観

✓ 「価格決定方法」については、価格転嫁の協議を「全ての仕入先と実施している」比
率が約半数に達し、「概ね反映以上」を合わせると78%が実施している。また、変動
コスト要因の反映は「多くの仕入先との協議」以上が全て70%以上となっている。

✓ 「支払い条件」については、現金払いの比率が高まっている。手形等のサイトが60日
を超えるものが43%となっており、また、取適法施行(本年1月)以降に支払期限を迎
える手形サイトについても相当程度60日を超えるものがあり、サイトの短縮が課題で
ある。

✓ 「減額要請」については、実施していない企業が9割を超えており啓発活動の効果が窺
える。ただ、減額要請にあたり実施した行為において「書面による合理的説明」が
20%であるたけ比率を高める必要がある。

✓ 知的財産等を扱う取引がある企業のうち、適正な取引を「あまり」もしくは「全く実
施してない」比率が40％から22％に減少し、取組みが進んでいることが窺える。

✓ 「働き方改革への対応」については、約9割が仕入先の働き方改革に配慮した発注を
行っており前年から改善が見られた。自社の働き方改革に起因する「短納期発注」や
「急な仕様変更」に係る適正なコスト負担については、実施していないとする企業が
半数を超え、実施した企業でも75％が多くの仕入先について適正コストを負担するな
ど意識の高まりが窺える。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格の決定方法(4)

【課題を踏まえた今後のアクション】

• 価格交渉の実施については、一定の割合に達しているものの、「労務費
の価格転嫁についての定期的な協議の場の設置」、「価格交渉の記録の
作成と双方での保管」、「価格転嫁に関する資料や説明に公表資料を用
いるように依頼」の実施率は相対的に低い。

• 取適法の施行により、協議の実施が義務付けられたことも踏まえ、加盟
団体における取引適正化推進委員会等を通じて、周知活動により協議の
実施率を高めていくともに、会員企業の経営層ならびに調達担当者向け
に、価格交渉の重要性を認識させるセミ ナー等への参加を奨励する等に
より、協議の内容の充実や質を高めるよう努める。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②支払条件
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【課題を踏まえた今後のアクション】

• 「現金払い」比率の拡大及びサイトの短縮（６０日以内）の徹底に向けた取組みとして
加盟団体と協力し、取適法及び振興基準の周知を図る。

• 約束手形の利用廃止に伴い、現金化や電子的決済手段への移行がスムーズに行えるよう、
政府の施策の活用を促進するなどの情報の提供を加盟団体を通じて行う。





２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組➂減額要請（2）

【課題を踏まえた今後のアクション】

・発注側に対し、客観的な経済合理性や十分な協議手続きを欠く原価低減要
請を行わないよう更に徹底していく。

・原価低減要請及び協賛金、協力金、センターフィー、サンプル作成、生
機・加工品の保管等を含む「経済的利益」提供の要請等を行う場合、双方
が十分に納得するためにも書面等による説明による合意形成が必須である
ため、それに向けた取組みを推進していく。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ④知財取引（4）

【課題を踏まえた今後のアクション】

• 「知的財産権」の価値と重要性ならびに軽視することのリスク等について、
加盟団体の取引適正化推進委員会等において周知し、意識の向上に努めて
いく。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑤働き方改革（3）

【課題を踏まえた今後のアクション】

• 「取引ガイドライン」、「自主行動計画」、「自主行動計画徹底プラン」、
「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」に則り、原則として「短
納期発注」「急な仕様変更」は行わない。

• 止むを得ず行う場合は、発生した割増賃金分等のコスト負担対応を行うよう発
注側・受注側で十分に協議をするよう引き続き働きかける。

20



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑥その他（1）

【分析結果・今後の課題】

• 普及啓発活動については、主に「経営トップからの指示で社内で周知してい
る」、「下請法や振興基準等を踏まえて、自社の取引について自主点検を行い、
社内ルールやマニュアルを整備、見直ししている」、「セミナー、研修会への
参加」といった取組みが行われている。

• 他方で、「何も実施していない」と回答する企業が23%あり、業界内で取組へ
の意識に差が生じている。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑥その他（2）
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設問．貴社において、社内及びサプライチェーン全体に価格転嫁等の適正取引が浸透するために実施し
ている普及啓発活動等についてあてはまるもの選択してください。

【設問と回答】

38.6%

45.9%

36.5%

16.7%

5.6%

0.4%

3.4%

23.2%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

下請法や振興基準等を踏まえて、自社の取引について自主点検を行い、社内ルールやマニュア

ルを整備、見直ししている。

経営トップからの指示で社内で周知している。

社外で開催される下請法等の説明会やセミナー等に社員が参加している。

社内で下請法等に係わる研修、e-learnig等を定期的に実施している。

仕入先（発注先）が取引に関する相談がしやすいよう、調達部署とは異なる第三者的立場の相

談窓口を設置している。

仕入先（発注先）へ下請法等に係わる説明会やセミナーを実施している。

直接の取引関係にある仕入先（発注先）のみならず、 さらにその先の仕入先等を含めた、複数

の取引段階にある事業者間で協力した取組を行っている。

何も実施していない。

その他

価格転嫁等の適正取引が浸透するため実施している普及啓発活動



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑥その他（3）

【課題を踏まえた今後のアクション】

• 社会のコンプライアンス意識が高まる中、取適法をはじめ価格転嫁等の適正
取引の浸透に向けた取組みは、直接取引に関わる従業員以外も理解を深める
べきもの。

• このため、経営者が従業員に対し、政府等による説明会への参加を促すなど、
あらゆる機会を活用して従業員教育を進めること等による社内の機運醸成や
取引先企業と連携した取組みについて、加盟団体を通じて働きかける。
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３．取引適正化に向けた今後の取組

【今後の取組】
• 取引適正化推進委員会において、加盟団体に情報提供及び課題解決に向け

た働きかけを行う。

• 自主行動計画及び徹底プランの普及に向けた取組の予定
取適法の改正等を受けて、自主行動計画は本年1月に改訂済み。会員団

体向けHPに掲載、会員企業にメール配信するなどに周知している。また、
徹底プランも自主行動計画に合わせて改定作業を進めており、改定後は同
様の形で周知する。

• サプライチェーン全体での取引適正化に向けた取組
加盟会員各団体の会員企業は、取適法及び自主行動計画等の主旨を理解

し、業界団体内外の取引先、粘り強く理解を求め取組みを進めて行く。
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